
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
調
理
師
法
施
行
令
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た 

　件                                                                       

一
五
九 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件                           

一
五
九 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
二
件                     

一
六
〇 

○
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
委
託
し
た
件                                 

一
六
〇 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件
二
件                                       

一
六
〇 

○
農
地
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の 

　規
定
に
よ
り
裁
定
を
行
っ
た
件                                                 

一
六
一 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件                                                   

一
六
一 

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件                                 

一
六
二 

　福
島
県
病
院
局 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

一
六
二 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                 

一
六
三 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号 

調
理
師
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
三
号
）
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
試
験
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
四
月
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　指
定
試
験
機
関
の
名
称 

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー 

二

　変
更
事
項 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
試
験
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
丁
目
八
番
五
号

　Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル 

（
変
更
後
）
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
一
丁
目
四
番
一
号

　内
山
ビ
ル 

三

　変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
食
品
生
活
衛
生
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
令
和
八
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
十
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業

振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課

及
び
白
河
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
白
河
久
田
野
店

　福
島
県
白
河
市
久
田
野
城
内
七
番
一
ほ
か 

二

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者 

　
　
　名
称

　株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ 

　
　
　代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　青
木

　宏
憲 

　
　
　住
所

　石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
千
五
百
十
二
番
地 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

　
　
　名
称

　株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ 

　
　
　代
表
者
の
氏
名

　代
表
取
締
役

　青
木

　宏
憲 

　
　
　住
所

　石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
千
五
百
十
二
番
地 

三

　大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

　
　令
和
八
年
十
二
月
三
日 

四

　大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

　
　千
三
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

五

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

　１

　駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　収
容
台
数

　五
十
四
台 

　２

　駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　収
容
台
数

　十
二
台 

　３

　荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　面
積

　六
十
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

　４

　廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

　
　㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

　
　㈡

　容
量

　六
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

六

　大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

開
店
時
刻

　午
前
九
時 

閉
店
時
刻

　翌
午
前
零
時 

２

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

３

　駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

㈠

　数

　二
箇
所 

㈡

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

４

　荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

七

　届
出
年
月
日 

令
和
八
年
四
月
二
日 

　（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八
年

四
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
十
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産

業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
い
わ
き
小
名
浜

　福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
字
辰
巳
町
七
十
九
番
地
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

意
見
な
し 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
八
年

四
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
十
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民

情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

イ
オ
ン
福
島
店

　福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
五
十
番
地
十
七
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

意
見
な
し 

三

　法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要 

意
見
書
の
提
出
な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号 

　地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
（
同
条
第
二
項
の
指
定
公
金
事
務
取
扱
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
し
た
。 

令
和
八
年
四
月
十
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称 

柴
田
文
具
店

　安
積

　淳
子 

二

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

福
島
県
郡
山
市
日
和
田
町
字
日
向
五
十
六
番
地 

三

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
指
定
し
た
日 

令
和
六
年
四
月
一
日 

四

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
等
又
は
歳
出 

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
農
産
物
等
販
売
代
金 

五

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

（
農
業
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

三
ツ
池
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業
（
地

震
・
豪
雨
対
策
型
）
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。 
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　令
和
八
年
四
月
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
二
十
日
か
ら 

（
二
十
二
日
間
） 

同

　
　年
五
月
十
一
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

玉
川
村
役
場 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

長
岫
池
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
（
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業
（
地

震
・
豪
雨
対
策
型
）
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
二
十
日
か
ら 

（
二
十
二
日
間
） 

同

　
　年
五
月
十
一
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

郡
山
市
役
所 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号 

　農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
十
二
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人
福

島
県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以

下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
し
て
、
令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
付
け
で
次
の
と
お
り
裁
定

し
た
。 令

和
八
年
四
月
十
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　地
番

　
　地
目

　面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
伊
達
崎
字
大
柳

　一
二
番

　畑

　
　一
、
一
三
八 

二

　利
用
権
の
内
容 

桃
栽
培
で
利
用 

三

　利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

１

　始
期

　令
和
八
年
四
月
一
日 

２

　存
続
期
間

　三
年
九
月 

四

　農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

石
幡

　與
吉
（
亡
） 

五

　借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

　一
五
、
〇
〇
八
円 

六

　補
償
金
の
支
払
の
方
法 

当
該
利
用
権
の
始
期
ま
で
に
福
島
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
こ
と
。 

（
農
村
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
四
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
四
月
十
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
落
合

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
高
瀬

変
更
前

　

 

　
　
　八
・
四
～ 

　
　一
九
八
・
五 

浪
江
線

　
 

字
清
水
五
二
番
一
地
先
か

　
　
　五
九
・
三

ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　町
大
字
樋
渡

変
更
後

　

 

　
　
　二
・
八
～ 

　
　一
九
八
・
五

字
内
田
七
四
番
地
先
ま
で

　
　
　二
一
・
八
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（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
八
年
四
月
十
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　施
行
者
の
名
称

　い
わ
き
市 

二

　都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　い
わ
き
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
い
わ
き
市
公
共
下
水
道
） 

三

　事
業
認
可
の
年
月
日

　昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
日 

四

　事
業
施
行
期
間 

（
変
更
前
）
昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

（
変
更
後
）
昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五

　事
業
地

　収
用
の
部
分

　変
更
な
し 

使
用
の
部
分

　な
し 

（
下
水
道
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
病
院
局 

　
　
　
　
　
　
　

 
                   

                                       

公 告 第 ２ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 立 病 院 （ 診 療 所 ） ５ 施 設

で 使 用 す る 電 気 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又
は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 ｢ 特 例 政 令 ｣ と
い う 。 ） 第 12 条 及 び 福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 16 年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号 ） 第
229 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ８ 年 ４ 月 17 日  
                                        福 島 県 病 院 事 業 管 理 者   挾   間   章   博  
１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
    福 島 県 立 病 院 （ 診 療 所 ） ５ 施 設 で 使 用 す る 電 気   予 定 数 量 3 , 7 9 3 , 8 0 0 kWh  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
    福 島 県 病 院 局 病 院 経 営 課   福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 号  
３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
    令 和 ８ 年 ３ 月 24 日  
４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
    株 式 会 社 タ ケ エ イ で ん き   東 京 都 港 区 芝 公 園 二 丁 目 ４ 番 １ 号 Ａ － 10 階  
５   落 札 金 額  
    7 2 , 9 5 3 , 0 9 1 円  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
    一 般 競 争 入 札  
７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
    令 和 ８ 年 １ 月 30 日  

（ 病 院 経 営 課 ）  
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号 

　福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
四
月
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　成

　田

　良

　洋

　

 

変

　
　
　更

　
　
　前

変

　
　
　更

　
　
　後

変

　更

　年

　月

　日

福
島
県
や
ま
ぶ
き
荘 

福
島
県
や
ま
ぶ
き
荘 

令
和
六
年
一
〇
月
二
九
日

　
　

 

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田 

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田 

倉
字
上
野
原
四
五
二
︱
一

倉
字
上
上
野
原
二
︱
二
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印刷所　株式会社　第　一　印　刷
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